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（別紙）
改正後 現行

身体障害認定基準

第１ （略）

第２ 個別事項

一～三 （略）

四 肢体不自由

１ 総括的解説

（１）～（５） （略）

（６） 肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具

を装着しない状態で行うものであること。なお、人工骨

頭又は人工関節については、人工骨頭又は人工関節の置

換術後の経過が安定した時点の機能障害の程度により

判定する。

（７）略

２ 各項解説

（１） 略

（２） 下肢不自由

ア （略）

イ 股関節の機能障害

（ア）「全廃」(4 級)の具体的な例は次のとおりである。

ａ 各方向の可動域(伸展←→屈曲、外転←→内転等連

続した可動域)が 10 度以下のもの

身体障害認定基準

第１ （略）

第２ 個別事項

一～三 （略）

四 肢体不自由

１ 総括的解説

（１）～（５） （略）

（６） 肢体の機能障害の程度の判定は義肢、装具等の補装具

を装着しない状態で行うものであること。ただし、人工

骨頭又は人工関節については、2 の各項解説に定めると

ころによる。

（７）略

２ 各項解説

（１） 略

（２） 下肢不自由

ア （略）

イ 股関節の機能障害

（ア）「全廃」(4 級)の具体的な例は次のとおりである。

ａ 各方向の可動域(伸展←→屈曲、外転←→内転等連

続した可動域)が 10 度以下のもの

研究所
テキストボックス
 別添2

研究所
テキストボックス
36 



改正後 現行

ｂ 徒手筋力テストで 2 以下のもの

（削除）

（イ)～（ウ） （略）

ウ 膝関節の機能障害

（ア）「全廃」(4 級)の具体的な例は次のとおりである。

ａ 関節可動域 10 度以下のもの

ｂ 徒手筋力テストで 2 以下のもの

（削除）

ｃ 高度の動揺関節、高度の変形

（イ)～（ウ） （略）

エ 足関節の機能障害

(ア) 「全廃」(5 級)の具体的な例は次のとおりである。

ａ 関節可動域 5 度以内のもの

ｂ 徒手筋力テストで 2 以下のもの

（削除）

ｃ 高度の動揺関節、高度の変形

(イ)（略）

オ （略）

（３）～（４）（略）

ｂ 徒手筋力テストで 2 以下のもの

ｃ 股関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの

（イ)～（ウ） （略）

ウ 膝関節の機能障害

（ア）「全廃」(4 級)の具体的な例は次のとおりである。

ａ 関節可動域 10 度以下のもの

ｂ 徒手筋力テストで 2 以下のもの

ｃ 膝関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの

ｄ 高度の動揺関節

（イ)～（ウ） （略）

エ 足関節の機能障害

(ア) 「全廃」(5 級)の具体的な例は次のとおりである。

ａ 関節可動域 5 度以内のもの

ｂ 徒手筋力テストで 2 以下のもの

ｃ 足関節に人工骨頭又は人工関節を用いたもの

ｄ 高度の動揺関節

（イ） （略）

オ （略）

（３）～（４）（略）
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障企発０１２９第１号 

平成２７年１月２９日 

 

 

    都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長      

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「身体障害認定基準の取扱い（身体障害認定要領）について」の一部改正について 

 

 

 身体障害認定基準については、「身体障害認定基準の取扱い（身体障害認定要領）につい

て」（平成１５年１月１０日障企発第０１１０００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部企画課長通知）により取り扱っているところであるが、今般、身体障害認定要領の一部

を下記のとおり改正し、平成２７年４月１日から適用することとしたので、留意の上、その

取扱いに遺憾なきよう願いたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に

基づく技術的助言（ガイドライン）として位置づけられるものである。 

 

記 

 

 別紙「身体障害認定要領」の「第２ 聴覚又は平衡機能の障害」を別添のとおり改める。 
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（別 添） 
 

身体障害認定要領 
 

第２ 聴覚又は平衡機能の障害 
１ 診断書の作成について 
（１） 「総括表」について 

ア 「障害名」について 
 ｢聴覚障害｣「平衡機能障害」の別を記載する。「聴覚障害」の場合には「内 耳性

難聴」「後迷路性難聴」「中枢性難聴」等の別がわかれば付加記載するのが望ましい。

また語音明瞭度を用いた診断には「語音明瞭度著障」等と付加記載する。「平衡機

能障害」については、「末梢性平衡失調」「中枢性平衡失調」「小脳性平衡失調」等、

部位別に付加記載するのが望ましい。 
 ｢ろうあ｣で聴覚障害及び言語障害で１級を診断する場合には「聴覚障害及びそ

れに伴う言語障害」と記載する。 
イ 「原因となった疾病・外傷名」について 

 障害をきたすに至った病名、症状名をできるだけ記載するのが望ましい。例え

ば、「先天性風疹症候群」「先天性難聴」「遺伝性難聴」「ストレプトマイシンによ

る難聴」「老人性難聴」「慢性化膿性中耳炎」「音響外傷」「髄膜炎」「メニエール

病」「小脳出血」等である。また原因が不明の場合には「原因不明」と記載する。 
ウ 「疾病・外傷発生年月日」について 

      発生年月日が不明の場合には、その疾病で最初に医療機関を受診した年月日を

記載する。月、日について不明の場合には、年の段階にとどめることとし、年が

不明確な場合には、〇〇年頃と記載する。 
エ 「参考となる経過・現症」について 

 後欄の状況、及び所見欄では表現できない障害の具体的状況、検査所見等を記

載すべきである。例えば先天性難聴では「言語の獲得状況はどうか」等であり、

後天性難聴では「日常会話の困難の程度」「補聴器装用の有無、及び時期はいつ

か」「手術等の治療の経過はどうか」等、障害を裏付ける具体的状況を記載する。

また十分な聴力検査のできない乳幼児においては、聴性脳幹反応、蝸電図等の他

覚的聴覚検査の結果も記載するのが望ましい。なお、聴覚障害で身体障害者手帳

を所持していない者に対し、２級を診断する場合には、聴性脳幹反応等の他覚的

聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果（実施した検査方法及び検

査所見）を記載し、記録データのコピー等を添付すること。 
 平衡機能障害についても「介助なしでは立つことができない」「介助なしでは

歩行が困難である」等、具体的状況を記載するのが望ましい。 
オ 「総合所見」について 

  ｢参考となる経過・現症｣又は個別の所見欄に書かれた現症の事項により、総
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合的な所見を記載する。将来障害が進行する可能性のあるもの、手術等により障

害程度に変化が予測されるもの、また確定的な検査の望めない乳幼児の診断は将

来再認定の必要性を有とし、その時期を記載する。 
（２） 「１ 「聴覚障害」の状態及び所見」について 

 幼児でレシーバによる左右別の聴力測定が不可能で、幼児聴力検査で両耳聴によ

る聴力を測定した場合は、その旨を記載する。 
 鼓膜の状態の記載は、具体的に記載する。例えば混濁、石灰化、穿孔等あれば、

その形状も含めて記載する。また耳漏の有無も記載するのが望ましい。 
 聴力図には気導域値のみではなく、骨導域値も記載する。 
 語音による検査の場合、両耳による普通話声の最良の語音明瞭度を測定するので

あるから、必ず両側の語音明瞭度を測定し記載する。 
（３） 「２ 「平衡機能障害」の状態及び所見」について 

 該当する等級に沿った状況、所見を具体的に記載する。例えば「閉眼にて起立不

能である」「開眼で直線を歩行中 10m 以内に転倒する」「閉眼で直線を歩行中 10m
以内に著しくよろめき歩行を中断する」等である。また四肢体幹に器質的異常のな

い旨、併記するのが望ましい。眼振等の他の平衡機能検査結果も本欄又は「参考と

なる経過・現症」欄に記載するのが望ましい。 
（４） 「３ 「音声・言語機能障害」の状態及び所見」について 

 「ろうあ」で１級を診断する場合、ここに「あ」の状況を記載する。ただ単 
に「言語機能の喪失」と記載するだけでなく、日常のコミュニケーションの状況、

例えば「両親、兄弟とも、意思の伝達には筆談を必要とする」等と具体的に記載す

る。 
２ 障害程度の認定について 
（１） 聴覚障害の認定は大部分は会話音域の平均聴力レベルをもとに行うので、聴力図、

鼓膜所見等により、その聴力レベルが妥当性のあるものであるかを十分検討する必

要がある。 
 聴力図に記載された聴力レベルと平均聴力レベルが合わないような場合、感音性

難聴と記してあるにもかかわらず、聴力図では伝音性難聴となっているような場合

等は、診断書を作成した指定医に照会し、再検討するような慎重な取扱いが必要で

ある。 
（２） 乳幼児の聴覚障害の認定には慎重であるべきである。乳幼児の聴力検査はかなり

の熟練が必要であり、それに伴い検査の信頼度も異なってくるので、その診断書を

作成した指定医ないしはその所属する施設の乳幼児聴力検査の経験を考慮し、かつ

他覚的聴力検査法の結果等、他に参考となる所見を総合して判断し、必要があれば

診断書を作成した指定医に照会するなどの処置が必要である。 
（３） 伝音性難聴の加味された聴覚障害の認定に当たっては、中耳等に急性の炎症がな

いかどうかを鼓膜所見より判断する必要がある。特に耳漏等が認められる鼓膜所見

では、その時点では認定をすべきではないので、その旨診断書を作成した指定医に

研究所
テキストボックス
 40



 

通知するのが望ましい。 
（４） 慢性化膿性中耳炎等、手術によって聴力改善が期待できるような聴覚障害の認定

に当たっては、それまでの手術等の治療、経過、年齢等を考慮して、慎重に取扱い、

場合によっては再認定の指導をするべきである。 
（５） ｢ろうあ｣を重複する障害として１級に認定する場合、「あ」の状態を具体的にす

る必要があり、「あ」の状態の記載、例えば「音声言語をもって家族とも意思を通

ずることは不可能であり、身振り、筆談をもってすることが必要である」等の記載

がないときは、診断書を作成した指定医に照会する等の対処が必要である。 
（６） 語音明瞭度による聴覚障害の認定に当たっては、年齢、経過、現症、他の検査成

績等により、慎重に考慮し、場合によっては診断書を作成した指定医に照会する等

の配慮が必要である。 
（７） 聴覚距離測定による聴覚障害の認定は、なんらかの理由で純音聴力検査ができな

い場合に適応されるものであり、その理由が明確にされている必要がある。経過、

現症欄等を参考として、慎重に対処する必要がある。 
（８） 平衡機能障害の認定に当たっては、「平衡機能の極めて著しい障害」「平衡機能の

著しい障害」のみでは不十分であり、その具体的状況の記載が必要である。また現

疾患、発症時期等により状況がかなり違ってくるので、その取扱いには慎重を要し、

場合によっては診断書を作成した指定医に照会する等の対処が必要である。 
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1

○ 身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認定基準）について（平成 15年１月 10日障発第 0110001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知)（抄）

（変更点は下線部）

新 旧

別紙

身体障害認定基準

第１ （略）

第２ 個別事項

一～四 （略）

五 内臓の機能障害

１～６ （略）

７ 肝臓機能障害

ア 等級表１級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 7点以上であって、

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、

血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を

含む 3項目以上が 2点以上の状態が、90 日以上の間隔をおい

た検査において連続して 2 回以上続くもの。

（イ） （略）

イ 等級表２級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 7点以上であって、

肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、

血清総ビリルビン値の項目のうち肝性脳症又は腹水の項目を

含む 3項目以上が 2点以上の状態が、90 日以上の間隔をおい

た検査において連続して 2 回以上続くもの。

（イ） （略）

ウ 等級表３級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

別紙

身体障害認定基準

第１ （略）

第２ 個別事項

一～四 （略）

五 内臓の機能障害

１～６ （略）

７ 肝臓機能障害

ア 等級表１級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 10点以上であって、

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン

値の項目のうち 1 項目以上が 3点の状態が、90日以上の間隔

をおいた検査において連続して 2 回以上続くもの。

（イ） （略）

イ 等級表２級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 10点以上であって、

血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン

値の項目のうち 1 項目以上が 3点の状態が、90日以上の間隔

をおいた検査において連続して 2 回以上続くもの。

（イ） （略）

ウ 等級表３級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

別添
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2

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 7点以上の状態が、

90日以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続く

もの。

（イ） （略）

エ 等級表４級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 7点以上の状態が、

90日以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続く

もの。

（イ） （略）

オ （略）

（注 26） Child－Pugh 分類 （略）

六 （略）

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 10点以上の状態が、

90日以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続く

もの。

（イ） （略）

エ 等級表４級に該当する障害は、次のいずれにも該当するものを

いう。

（ア） Child－Pugh 分類（注 26）の合計点数が 10点以上の状態が、

90日以上の間隔をおいた検査において連続して 2回以上続く

もの。

（イ） （略）

オ （略）

（注 26） Child－Pugh 分類 （略）

六 （略）
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障 発 0 2 2 6 第 ６ 号 

平成 30 年２月 26 日 

 

 

    都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認定基準）について」 

の一部改正について 

 

 

 身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）の別表第５号「身体障害

者障害程度等級表」については、「身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認

定基準）について」（平成15年１月10日障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知）の別紙「身体障害認定基準」により取り扱っているところで

あるが、今般、身体障害認定基準の一部を別添のとおり改正し、平成30年４月１日

から適用することとしたので、留意の上、その取扱いに遺漏なきよう願いたい。 

 なお、改正内容につき、平成30年３月31日までに身体障害者福祉法第15条第１項に

規定する医師の診断書及び同条第３項に規定する意見書が作成された場合について

は、従前の取扱いのとおりとする。 

 本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づく

技術的助言（ガイドライン）として位置づけられるものである。 
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○ 身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認定基準）について（平成 15年１月 10日障発第 0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知)（抄） 

（変更点は下線部） 

新 旧 

別紙 

身体障害認定基準 

第 1 （略） 

第 2 個別事項 

一～四 （略） 

五 内臓の機能障害 

1 （略） 

2 じん臓機能障害 

(1) 等級表 1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性

クレアチニンクリアランス値が 10ml／分未満、又は血清クレアチニ

ン濃度が 8.0mg／dl 以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活

動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要と

するもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。 

(2) 等級表 3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性

クレアチニンクリアランス値が 10ml／分以上、20ml／分未満、又は

血清クレアチニン濃度が 5.0mg／dl以上、8.0mg／dl未満であって、

かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、そ

れ以上の活動は著しく制限されるか、又は次のいずれか 2 つ以上の

所見があるものをいう。 

a じん不全に基づく末梢神経症 

b じん不全に基づく消化器症状 

c 水分電解質異常 

d じん不全に基づく精神異常 

e エックス線写真所見における骨異栄養症 

f じん性貧血 

g 代謝性アシドーシス 

h 重篤な高血圧症 

別紙 

身体障害認定基準 

第 1 （略） 

第 2 個別事項 

一～四 （略） 

五 内臓の機能障害 

1 （略） 

2 じん臓機能障害 

(1) 等級表 1級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性

クレアチニンクリアランス値が 10ml／分未満、又は血清クレアチニ

ン濃度が 8.0mg／dl 以上であって、かつ、自己の身辺の日常生活活

動が著しく制限されるか、又は血液浄化を目的とした治療を必要と

するもの若しくは極めて近い将来に治療が必要となるものをいう。 

(2) 等級表 3級に該当する障害は、じん臓機能検査において、内因性

クレアチニンクリアランス値が 10ml／分以上、20ml／分未満、又は

血清クレアチニン濃度が 5.0mg／dl以上、8.0mg／dl未満であって、

かつ、家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、そ

れ以上の活動は著しく制限されるか、又は次のいずれか 2 つ以上の

所見があるものをいう。 

a じん不全に基づく末梢神経症 

b じん不全に基づく消化器症状 

c 水分電解質異常 

d じん不全に基づく精神異常 

e エックス線写真所見における骨異栄養症 

f じん性貧血 

g 代謝性アシドーシス 

h 重篤な高血圧症 
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i じん疾患に直接関連するその他の症状 

(3) 等級表 4級に該当する障害はじん機能検査において、内因性クレ

アチニンクリアランス値が 20ml／分以上、30ml／分未満、又は血清

クレアチニン濃度が 3.0mg／dl 以上、5.0mg／dl 未満であって、か

つ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な

日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限され

るか、又は(2)の aから iまでのうちいずれか 2つ以上の所見のある

ものをいう。 

(4) じん移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるま

では、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫

療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合

の状態で判定するものである。 

(注 9)  eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチ

ニン濃度の異常に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73㎡)が 10以上 20

未満のときは４級相当の異常、10未満のときは３級相当の異常と取

り扱うことも可能とする。 

(注 10) 慢性透析療法を実施している者の障害の判定は、当該療法の

実施前の状態で判定するものである。 

 

3～7 （略） 

 

六 （略） 
 

i じん疾患に直接関連するその他の症状 

(3) 等級表 4級に該当する障害はじん機能検査において、内因性クレ

アチニンクリアランス値が 20ml／分以上、30ml／分未満、又は血清

クレアチニン濃度が 3.0mg／dl 以上、5.0mg／dl 未満であって、か

つ、家庭内での普通の日常生活活動若しくは社会での極めて温和な

日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限され

るか、又は(2)の aから iまでのうちいずれか 2つ以上の所見のある

ものをいう。 

(4) じん移植術を行った者については、抗免疫療法を要しなくなるま

では、障害の除去(軽減)状態が固定したわけではないので、抗免疫

療法を必要とする期間中は、当該療法を実施しないと仮定した場合

の状態で判定するものである。 

(注 9) 内因性クレアチニンクリアランス値については、満 12歳を超

える者に適用することを要しないものとする。 

 

 

(注 10) 慢性透析療法を実施している者の障害の判定は、当該療法の

実施前の状態で判定するものである。 

 

3～7 （略） 

 

六 （略） 
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障 企 発 0 2 2 6 第 ２ 号 

平成 30 年２月 26 日 

 

 

 

    都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「身体障害認定基準の取扱い（身体障害認定要領）について」の一部改正について 

 

 

 

 身体障害認定基準については、「「身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認定基

準）について」の一部改正について」（平成３０年２月２６日障発０２２６第６号厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）によりその一部が改正されたところであるが、

この身体障害認定基準の取扱いについて、「身体障害認定基準の取扱い（身体障害認定要

領）について」（平成15年１月10日障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福

祉部企画課長通知）の別紙「身体障害認定要領」の一部を別添のとおり改正し、平成30年

４月１日から適用することとしたので、留意の上、管内の関係諸機関への周知等その取扱

いに遺漏なきよう願いたい。 

 なお、改正内容につき、平成30年３月31日までに身体障害者福祉法第15条第１項に規定

する医師の診断書及び同条第３項に規定する意見書が作成された場合については、従前

の取扱いのとおりとする。 

 本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づく技術的

助言（ガイドライン）として位置づけられるものである。 
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○ 身体障害認定基準の取扱い（身体障害認定要領）について（平成 15年１月 10日障企発第 0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長

通知)（抄） 

（変更点は下線部） 

新 旧 

別紙 

身体障害認定要領 

 

第１～第５ （略） 

 

第６ じん臓機能障害 

１ 診断書の作成について 

 身体障害者診断書においては、疾患等により永続的にじん臓機能の

著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要

な事項を記載する。併せて障害程度の認定に関する意見を付す。 

（１） 「総括表」について 

ア 「障害名」について 

 「じん臓機能障害」と記載する。 

イ 「原因となった疾病・外傷名」について 

 じん臓機能障害をきたした原因疾患名について、できる限り

正確な名称を記載する。例えば単に「慢性腎炎」という記載に

とどめることなく、「慢性糸球体腎炎」等のように種類の明ら

かなものは具体的に記載し、不明なときは疑わしい疾患名を記

載する。 

 傷病発生年月日は初診日でもよく、それが不明確な場合は推

定年月を記載する。 

ウ 「参考となる経過・現症」について 

 傷病の発生から現状に至る経過及び現症について障害認定

のうえで参考となる事項を詳細に記載する。 

 現症については、別様式診断書「じん臓の機能障害の状況及

び所見」の所見欄の内容はすべて具体的に記載することが必要

である。 

別紙 

身体障害認定要領 

 

第１～第５ （略） 

 

第６ じん臓機能障害 

１ 診断書の作成について 

 身体障害者診断書においては、疾患等により永続的にじん臓機能の

著しい低下のある状態について、その障害程度を認定するために必要

な事項を記載する。併せて障害程度の認定に関する意見を付す。 

（１） 「総括表」について 

ア 「障害名」について 

 「じん臓機能障害」と記載する。 

イ 「原因となった疾病・外傷名」について 

 じん臓機能障害をきたした原因疾患名について、できる限り

正確な名称を記載する。例えば単に「慢性腎炎」という記載に

とどめることなく、「慢性糸球体腎炎」等のように種類の明ら

かなものは具体的に記載し、不明なときは疑わしい疾患名を記

載する。 

 傷病発生年月日は初診日でもよく、それが不明確な場合は推

定年月を記載する。 

ウ 「参考となる経過・現症」について 

 傷病の発生から現状に至る経過及び現症について障害認定

のうえで参考となる事項を詳細に記載する。 

 現症については、別様式診断書「じん臓の機能障害の状況及

び所見」の所見欄の内容はすべて具体的に記載することが必要

である。 
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エ 「総合所見」について 

 経過及び現症からみて障害認定に必要な事項、特にじん臓機

能、臨床症状、日常生活の制限の状態について明記し、併せて

将来再認定の要否、時期等を必ず記載する。 

（２） 「じん臓の機能障害の状況及び所見」について 

ア 「１ じん機能」について 

 障害程度の認定の指標には、内因性クレアチニンクリアラン

ス値及び血清クレアチニン濃度が用いられるが、その他の項目

についても必ず記載する。 

 なお、慢性透析療法を実施している者については、当該療法

実施直前の検査値を記入する。 

イ 「３ 臨床症状」について 

 項目のすべてについて症状の有無を記し、有の場合にはそれ

を裏付ける所見を必ず記述する。 

ウ 「４ 現在までの治療内容」について 

 透析療法実施の要否、有無は、障害認定の重要な指標となる

ので、その経過、内容を明記する。また、じん移植術を行った

者については、抗免疫療法の有無を記述する。 

エ 「５ 日常生活の制限による分類」について 

 日常生活の制限の程度（ア～エ）は、診断書を発行する対象

者の症状であって、諸検査値や臨床症状とともに障害程度を判

定する際の重要な参考となるものであるので、該当項目を慎重

に選ぶ。 

 日常生活の制限の程度と等級の関係は概ね次のとおりであ

る。 

ア……非 該 当 

イ……４級相当 

ウ……３級相当 

エ……１級相当 

２ 障害程度の認定について 

（１） じん臓機能障害の認定は、じん機能を基本とし、日常生活の制

エ 「総合所見」について 

 経過及び現症からみて障害認定に必要な事項、特にじん臓機

能、臨床症状、日常生活の制限の状態について明記し、併せて

将来再認定の要否、時期等を必ず記載する。 

（２） 「じん臓の機能障害の状況及び所見」について 

ア 「１ じん機能」について 

 障害程度の認定の指標には、内因性クレアチニンクリアラン

ス値及び血清クレアチニン濃度が用いられるが、その他の項目

についても必ず記載する。 

 なお、慢性透析療法を実施している者については、当該療法

実施直前の検査値を記入する。 

イ 「３ 臨床症状」について 

 項目のすべてについて症状の有無を記し、有の場合にはそれ

を裏付ける所見を必ず記述する。 

ウ 「４ 現在までの治療内容」について 

 透析療法実施の要否、有無は、障害認定の重要な指標となる

ので、その経過、内容を明記する。また、じん移植術を行った

者については、抗免疫療法の有無を記述する。 

エ 「５ 日常生活の制限による分類」について 

 日常生活の制限の程度（ア～エ）は、診断書を発行する対象

者の症状であって、諸検査値や臨床症状とともに障害程度を判

定する際の重要な参考となるものであるので、該当項目を慎重

に選ぶ。 

 日常生活の制限の程度と等級の関係は概ね次のとおりであ

る。 

ア……非 該 当 

イ……４級相当 

ウ……３級相当 

エ……１級相当 

２ 障害程度の認定について 

（１） じん臓機能障害の認定は、じん機能を基本とし、日常生活の制
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限の程度、又はじん不全に基づく臨床症状、治療の状況によって

行うものである。 

（２） eGFR(推算糸球体濾過量)が記載されていれば、血清クレアチニ

ン濃度の異常に替えて、eGFR(単位は ml/分/1.73㎡)が 10以上 20

未満のときは４級相当の異常、10未満のときは３級相当の異常と

取り扱うことも可能とする。 

 

（３） 慢性透析療法を実施している者の障害程度の認定は、透析療法

実施直前の状態で行うものであるので、諸検査値等がそのような

状態で得られたものかどうかを確認すること。 

（４） じん移植術を行った者の障害程度の認定は抗免疫療法を実施し

ないと仮定した場合の状態で行うものであるので、諸検査値等が

そのような状態で得られたものかどうかを確認すること。 

（５） じん機能検査、臨床症状と日常生活の制限の程度との間に極端

な不均衡が認められる場合には、慎重な取扱いをして認定する必

要がある。 

 

第７～第 11 （略） 

 

表１～表２ （略） 

限の程度、又はじん不全に基づく臨床症状、治療の状況によって

行うものである。 

（２） 満 12歳未満の者については、じん機能のうち、内因性クレアチ

ニンクリアランス値あるいは血清クレアチニン濃度のいずれか

が認定基準に該当すれば認定できるが、満 12 歳以上の者につい

ては、血清クレアチニン濃度が認定基準に該当しなければ、認定

はできない。 

（３） 慢性透析療法を実施している者の障害程度の認定は、透析療法

実施直前の状態で行うものであるので、諸検査値等がそのような

状態で得られたものかどうかを確認すること。 

（４） じん移植術を行った者の障害程度の認定は抗免疫療法を実施し

ないと仮定した場合の状態で行うものであるので、諸検査値等が

そのような状態で得られたものかどうかを確認すること。 

（５） じん機能検査、臨床症状と日常生活の制限の程度との間に極端

な不均衡が認められる場合には、慎重な取扱いをして認定する必

要がある。 

 

第７～第 11 （略） 

 

表１～表２ （略） 
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障 企 発 0 2 2 6第 ３ 号 

平 成 3 0年 ２ 月 2 6日 

 

 

 

    都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「身体障害認定基準等取扱いに関する疑義について」の一部改正について 

 

 

 

 今般、「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」（平成15年２月27日障企

発0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知）の別紙の一部を別添の

とおり改正し、平成30年４月１日から適用することとしたので、留意の上、管内の関係諸

機関への周知等その取扱いに遺漏なきよう願いたい。 

 なお、改正内容につき、平成３０年３月３１日までに身体障害者福祉法第15条第１項に

規定する医師の診断書及び同条第３項に規定する意見書が作成された場合については、従

前の取扱いのとおりとする。 

 本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づく技術的

助言（ガイドライン）として位置づけられるものである。 

 

 

 

 

研究所
テキストボックス
 別添5-3

研究所
テキストボックス
 51



  別添 

 

○ 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について（平成15年２月27日障企発0227001号厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知）(抄) 

 

(変更点は下線部） 

新 旧 

別紙 

 

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義につい

て 

 

[総括事項］～[心臓機能障害] （略） 
 

[じん臓機能障害]  
 

１ （略） 

 

（質疑） 

２．血清クレアチニン濃度に着目してじん機能を

判定できるのは、主として慢性腎不全によるもの

であり、糖尿病性じん症の場合は、血清クレアチ

ニン濃度が８㎎/dl未満であっても自己の身辺の

日常生活活動が極度に制限される場合があるが、

この場合の等級判定はどのように取り扱うのか。 

 

（回答） 

糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外の要因に

よって活動能力が制限されている場合であっても

、認定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が８

㎎/dlを超えるもの又は内因性クレアチニンクリ

アランス値が１０ml/分未満のものでなければ１

級として認定することは適当ではない。 

 

３ （略） 

 

４ （略） 

 

 

[呼吸器機能障害]～[肝臓機能障害］ 

 （略） 

 

 

 

別紙 

 

身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義につい

て 

 

[総括事項］～[心臓機能障害] （略） 
 

[じん臓機能障害]  
 

１ （略） 

 

（質疑） 

２．血清クレアチニン濃度に着目してじん機能を判

定できるのは、主として慢性腎不全によるものであ

り、糖尿病性じん症の場合は、血清クレアチニン濃

度が８㎎/dl未満であっても自己の身辺の日常生活

活動が極度に制限される場合があるが、この場合の

等級判定はどのように取り扱うのか。 

 

（回答） 

糖尿病性じん症等、じん臓機能障害以外の要因によ

って活動能力が制限されている場合であっても、認

定基準のとおり、血清クレアチニン濃度が８㎎/dl

を超えるものでなければ１級として認定すること

は適当ではない。 

 

 

３  （略） 

 

４  （略） 

 

 

[呼吸器機能障害]～[肝臓機能障害] 

 （略） 
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○身体障害者障害程度等級表の解説（身体障害認定基準）について（平成 15 年１月 10 日障発第 0110001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

（抄）

（変更点は下線部）

新 旧

別紙

身体障害認定基準

第１ （略）

第２ 個別事項

一 視覚障害

１ 総括的解説

（１） 屈折異常がある者については、最も適正なレンズを選び、

矯正視力によって判定する。

（２） 視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとする。

（３） 視野はゴールドマン型視野計、あるいは自動視野計を用い

て測定する。

ゴールドマン型視野計を用いる場合は、「周辺視野角度

（Ⅰ／4 視標による）の総和が左右眼それぞれ 80度以下のも

の」、「両眼による視野の 2 分の 1以上が欠けているもの」

をⅠ／4 の視標を用い判定する。「両眼中心視野角度

（Ⅰ／2 視標による）」はⅠ／2 の視標を用いて中心視野角

度を測定した値により判定する。

自動視野計を用いる場合は、両眼開放視認点数の算定に

は、両眼開放エスターマンテスト（図１）で 120 点を測定す

る。中心視野視認点数の算定には、10-2 プログラム（図２）

で中心 10度内を 2度間隔で 68点測定する。

別紙

身体障害認定基準

第１ （略）

第２ 個別事項

一 視覚障害

１ 総括的解説

（１） 視力の屈折異常がある者については、眼科的に最も適当な

矯正眼鏡を選び、矯正後の視力によって判定する。

（２） 視力表は万国式を基準とした視力表を用いるものとする。

（３） 視野はゴールドマン視野計及び自動視野計又はこれらに

準ずるものを用いて測定する。ゴールドマン視野計を用いる

場合、中心視野の測定にはⅠ／2 の視標を用い、周辺視野の

測定にはⅠ／4 の視標を用いる。それ以外の測定方法による

ときは、これに相当する視標を用いることとする。

別添
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（図１）
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両眼開放エスターマンテスト (120点)
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（図２）

２ 各項解説

（１） 視力障害

ア 視力は万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異

常のある者については、矯正視力を用いる。

両眼の視力を別々に測定し、視力の良い方の眼の視力と他

方の眼の視力とで等級表から等級を求める。等級の換算表（表

２ 各項解説

（１） 視力障害

ア 等級表中「両眼の視力の和」とは両眼視によって累加され

た視力の意味ではなく、両眼の視力を別々に測った数値の和

のことである。

これを図解すれば次の表のとおりである。

-10

-5

0

5

10

-10 -5 0 5 10

10-2プログラム (68点)
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1）の横軸には視力の良い方の眼の視力、縦軸には他方の眼の

視力が示してある。

イ 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力

を 0 として取り扱う。例えば、両眼とも視力が 0.6 で眼筋麻

痺により複視が起こっていて、日常生活で片眼を遮閉しなけ

ればならないような場合には、一眼の視力を 0 とみなし 6 級

となる。なお、顕性の眼位ずれがあっても、両眼複視を自覚

しない場合には、これには該当しない。

（表１）

すなわち横軸及び縦軸に両眼の視力をとれば上段は視力

の和、下段は等級を示す。

例えば一眼の視力 0.04、他眼の視力 0.08 ならばその和は

0.12 となり 4級となる。

イ 視力 0.01 にみたないものの内、明暗弁のもの又は手動弁

のものは視力 0として計算し、指数を弁ずるもの（50ｃｍ以

下）は 0.01 として計算する。例えば一眼明暗、他眼 0.04 の

ものは、視力の和は 0.04 となり 2 級となる。

ウ 両眼を同時に使用できない複視の場合は、非優位眼の視力

を 0 として取り扱う。例えば両眼とも視力が 0.6 で眼筋麻痺

により複視の起こっているものは一眼の視力を 0 とみなし 6

級となる。

0.2
5

0.18 0.19
5 5

0.16 0.17 0.18
5 5 5

0.14 0.15 0.16 0.17
5 5 5 5

0.12 0.13 0.14 0.15 0.16
4 5 5 5 5

0.1 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15
4 4 4 5 5 5

0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.14
3 4 4 4 4 5 5

0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13
3 3 3 4 4 4 4 5

0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.12 0.22 0.32 0.42 0.52 0.62
2 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 6

0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.11 0.21 0.31 0.41 0.51 0.61
2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6 6 6 6 6

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

0
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0.02
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0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1
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（２）視野障害

ア ゴールドマン型視野計を用いる場合は、「周辺視野角度（Ⅰ

／4 視標による）の総和が左右眼それぞれ 80度以下のもの」、

「両眼中心視野角度（Ⅰ／2 視標による）」を以下によって

判定する。

(ア) Ⅰ／4 の視標による 8 方向の周辺視野角度（上・内上

・内・内下・下・外下・外・外上 8 方向の角度）の総和

が左右眼それぞれ 80 度以下であるかどうかを判定する。

8 方向の周辺視野角度はⅠ／4 視標が視認できない部分

を除いて算出する。

Ⅰ／4 の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の

視野と連続しない場合は、中心部の視野のみで判定する。

Ⅰ／4の視標で、中心 10度以内に視野が存在しない場

合は、周辺視野角度の総和が 80 度以下として取り扱う。

(イ) Ⅰ／2 の視標による 8 方向の中心視野角度の総和を左

右眼それぞれ求める。8方向の中心視野角度はⅠ／2 視標

が視認できない部分を除いて算出する。さらに、次式に

より、両眼中心視野角度を計算する（小数点以下は四捨

五入し、整数で表す）。

両眼中心視野角度＝（3×中心視野角度の総和が大きい

方の眼の中心視野角度の総和＋中心視野角度の総和が小

さい方の眼の中心視野角度の総和）／4

なお、Ⅰ／2の視標で中心 10度以内に視野が存在しな

い場合は、中心視野角度の総和は 0度として取り扱う。

イ 自動視野計を用いる場合は、両眼開放視認点数及び両眼中

心視野視認点数を以下の方法で判定する。

(ア) 視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテストで両

眼開放視認点数が 70 点以下かどうかを判定する。

(イ) 視標サイズⅢによる 10-2 プログラムで測定を行い、左

（２） 視野障害

ア 「両眼の視野が 10 度以内」とは、求心性視野狭窄の意味で

あり、輪状暗点があるものについて中心の残存視野がそれぞ

れ 10度以内のものを含む。

イ 視野の正常域の測定値は、内・上・下内・内上 60 度、下

70 度、上外 75 度、外下 80 度、外 95 度であり、合計 560 度

になる。

ウ 両眼の視能率による損失率は、各眼毎に 8 方向の視野の角

度を測定し、その合算した数値を 560 で割ることで各眼の損

失率を求める。さらに、次式により、両眼の損失率を計算す

る。損失率は百分率で表す（各計算における百分率の小数点

以下は四捨五入とし、整数で表す。）。

（3×損失率の低い方の眼の損失率＋損失率の高い方の眼の損失率）

4

エ 「両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの」とは、

両眼で一点を注視しつつ測定した視野の生理的限界の面積が

2 分の 1 以上欠損している場合の意味である。したがって両

眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当す

るが、交叉性半盲症等では、該当しない場合もある。

この場合の視野の測定方法は、片眼ずつ測定し、それぞれ

の視野表を重ね合わせることで視野の面積を測定する。その

際、面積は厳格に測定しなくてもよいが、診断書には視野表

を添付する必要がある。
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右眼それぞれ感度が 26dB以上の検査点数を数え中心視野

視認点数を求める。dB の計算は、背景輝度 31.5asb で、

視標輝度 10,000asb を 0 dB としたスケールで算定する。

さらに、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する

（小数点以下は四捨五入し、整数で表す）。

両眼中心視野視認点数＝（3×中心視野視認点数が多い

方の眼の中心視野視認点数＋中心視野視認点数が少ない

方の眼の中心視野視認点数）／4

ウ 「両眼による視野の 2 分の 1 以上が欠けているもの」とは、

両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積

の 2 分の 1以上欠損している場合の意味である。

（ア）視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・

内下 60 度、下 70 度、外下 80度、外 95度、外上 75 度であ

る。

（イ）ゴールドマン型視野計を用いる場合は、左右眼それぞれ

に測定したⅠ／4 の視標による視野表を重ね合わせること

で、両眼による視野の面積を得る。その際、面積は厳格に

計算しなくてよい。

（ウ）自動視野計を用いる場合は、両眼開放エスターマンテス

トで視認点数が 100 点以下である。

エ なお、ゴールドマン型視野計又は自動視野計を用いた場合

の等級判定について、表２のとおり示したので参照されたい。
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（表２）

二～六 （略） 二～六 （略）
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